
全軟野連発第 46号

令和 2年 2月 19日

都道府県支部

理事長 様

公益財団法人

捕手 (審判員含む)用マスクの SG基準義務化に係る

本連盟の取 り扱いについて (通知)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

標記の件につきまして、全日本野球協会 (BFJ)よ り添付文書の通 り、2020年 シすズ

ンインより捕手 (審判員含む)用のマスクについて、SGマ ーク合格品の着用を義務付

けされるとの通知がございました。

本件に係る本連盟の取 り扱いについて、軟式野球においては、一般部 。少年部 (学童・

少年)・ 審判員数が多大であり、2020年 シーズンからの義務付けをすることで競技現場

の混舌しならびに買い替えに係る経済的負担を考慮 し、2年間導入年を延長し、2022年

シーズンインから導入することと致 します。

SGマ ーク合格品の着用については、選手および審判員の安全を確保することが目的

であるため、貴支部においても2022年 シーズンインからの導入について、ご指導いた

だきますようお願い致します。なお、2022年シーズンからはSGマークと合わせてJSBB
マークがついている製品が軟式用マスクとして着用可能となる旨、申し添えます。

以上、何卒よろしくお願い致します。

記

■添付資料

・捕手 (審判員含む)用マスクのSG基準義務化について (BFJ文書)

以上
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全野協第 19-130号
2020年 1月 21日

公益財団法人 日本野球連盟    御中

公益財団法人 日本学生野球協会  御中

公益財団法人 全日本大学野球連盟  御中

公益財団法人 日本高等学校野球連盟 御中

公益財団法人 全日本軟式野球連盟  御中

二般財団法人全日

アマチュア野球規則委

委員長 中本

捕手(審判員含む)用マスクのSG基準義務化について

標記の件について下記の通り通知しますので、各都道府県団体、加盟団体、支部団体等へ周知

くださいますようお願い申し上げます。

記

2016年 12月 22日 付「全野協 320-19号」文書に記載のとおり、2017年 から2019年 までの

猶予期間を終え、2020年 のシーズンインより捕手(審判員含む)用 のマスクについて、SGマ ーク

合格品であることが義務化されます。 SGマ ニクが確認できない捕手 (審判員含む)用のマス

クは使用できなくなりますので、ご注意 ください。

SGマーク (シール)が剥がれそうな場合は、シーズン開幕前、出来るだけ早くにマスク購入

店へ相談 ください。

以上
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